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子どもの権利の普及啓発・理解促進を図ります。

子どもに分かりやすいリーフレットを作成するなど、対象者に合わせた手法を実施します。

―

①子どもの権利の普及啓発・情報発信

目標値の性質

令和4年度以降の取組の方向性（K）

子どもの権利に関する条例
の普及を図ります。

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

周知用パンフ
レット等の修
正・配付

周知用パンフ
レット等を通じた
普及啓発、子ど
もの権利に関す
るPR動画の制
作

令和5年度以降の取組の方向性（K）

既存のリーフレット２種類を区立小中学校にて配付するととも
に、新たに小学校4～6年生向けの学習パンフレットを作成し
た。

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

A
子どもの権利に関するパンフレットなどに加え、子どもの権利に関する
PR動画などを効果的に活用することで、子どもから大人まで幅広い世
代に向けて、子どもが持つ権利の大切さについて発信していきます。

区立小・中学校へのパンフレットやリーフレットの配付だけでな
く、区内の私立学校に通う児童・生徒に対しても子どもの権利
の大切さが普及するよう、私立学校に対して広報物の配布に
関する働きかけを実施しました。

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

目標値
（令和6年度）

（G）

目標

事
業
の
概
要

事業名（A）

目
標
管
理

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

リーフレット等を
増やす（小学生・
マンガ版、妊産婦
向け小冊子等）

学習用パンフ
レットの作成

周知用パンフ
レットの作成を
する。

周知用パンフ
レット等の修正・
配付

A

主管
課評
価

B
引き続き、学習用パンフレットやマンガ版パンフレットの活用を周知し、
子どもの権利の理解促進を図る。

豊島区子どもの権利に関する条例を踏まえ、令和５年度に新たに「とし
ま子どもの権利相談室」を設置することから、それを踏まえ既存のパン
フレット等の内容を更新する。
周知用パンフレット（マンガ版）及び学習用パンフレットを区立小中学校
のタブレットに電子データを掲載し、子どもがいつでも簡単に見られる
よう改善を図る。

既存のパンフレット等について、連絡先一覧の全体的な見直
しを行った。
また、周知用パンフレット（一般用）及び周知カード（中学生用）
を小中学校にて引き続き配付した。
その他、周知用パンフレット（マンガ版）及び学習用パンフレッ
トを区立小中学校のタブレットに電子データを掲載し、子ども
がいつでも簡単に見られるよう改善を図った。

重点事業　1

担当課（B）

子ども若者
課

事業内容（D）

. 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

必要

不要

令和4年度以降は新しく改訂した周知用パンフレットを区内の小中学生
に配布した後、新たな普及啓発ツールを作成する。

既存のリーフレット２種類を区立小中学校にて配付するととも
に、新たに代々木アニメーション学院と提携し、周知用パンフ
レットを作成した。

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）
事業目標に資する

令和2年度の取組内容（I）

B
令和3年度以降は子どもの権利条例周知用パンフレットの内容を改訂
する予定ほか、新たな普及啓発のツールについて検討する。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

B

目標Ⅰ　「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」
　　　　　  （1）子ども権利に関する理解促進

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

「子どもの権利」の理
解の普及・啓発

小学生用リーフレットやマンガ版リーフレット、妊産婦向け小冊子など、対
象に合わせてわかりやすい広報資料を作成し、学校や子どもに関わる
施設等に配布します。

事業目標（C）

内容

普及啓発媒体
の種類

リーフレット2種類
（一般・中高生）で
広報を実施

「としま子どもの権利相談室」の開設に伴い、既存のパンフ
レットの内容を変更するとともに、「子どもの権利相談室」の
リーフレットを作成し、小中学生の全児童・生徒に配付した。

令和6年度以降の取組の方向性（K）
事業目標に資する

令和5年度の取組内容（I）
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子どもの権利に関する研修や出前講座、学校での学習プログラム等を実施します。

目
標
管
理

②出前講座実
施回数

②0回
【５回】
（0％）

②１回
【５回】
（20％）

②２回
【５回】
（20％）

②3回
【5回】
（60％）

②2回
【10回】
(20%)

子ども若者課
令和4年度以降は新型コロナウ イルス感染症対策を考慮し、オンライ
ンでの開催を視野に入れた上で、まずは策定時の水準に戻し、状況を
勘案して、令和6年度の目標値を目指す。
指導課
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権利条例」についての学
習を位置付ける。教員研修は継続して実施する。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

③1回

C

C

子ども若者課
出前講座は、人権教育推進校巣鴨小学校にて講座を行った。
また、ファミリーサポートセンターで援助会員に向けても講座を
行った。
指導課
「豊島区子どもの権利条例」に関する内容を取り入れた研修を
実施した。

令和5年度

①1回
【5回】
（20％）

①4回
【5回】
（80％）

子ども若者課
①３回【５回】

（60％）
指導課

①５回【５回】
（100％）

子ども若者課
①5回【5回】

（100％）
指導課

①5回【5回】
（100％）

②3回 ②10回

子ども若者課
保育士、子どもに関わる施設職員に対する子ども研修におい
て、子どもの権利に関する研修を実施するとともに、全職員を
対象としたe-ラーニング「子どもの権利」を実施し、22％の職員
が受講した。また、ファミリーサポートセンター援助会員を対象
に出張講座を実施した。
指導課
人権教育に関する研究開発指定校において、各教科における
「豊島区子どもの権利条例」に関する学習を実施し指導する教
員の人権意識を高めた。

子ども若者課
引き続き、職員に向けた研修を実施していくとともに、研修・講座の実
施について、状況を勘案しながら策定時の水準に戻し、令和6年度の
目標値を目指す。
指導課
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権利条例」についての学
習を位置付ける。教員研修は継続して実施する。

目標値の性質（Z) ①③は数値維持継続型    ②数値上昇型

子ども若者課
①5回【5回】

(100%)
指導課

①5回【5回】
(100％)

①職員研修実
施回数

①2回 ①5回

③０回
【２回】
（0％）

③1回
【2回】
（50％）

②子どもの権利に関する学習機会の確保・学習支援

目標Ⅰ　「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」
　　　　　 （1）子ども権利に関する理解促進

③0回
【2回】
（0％）

令和3年度以降は新型コロナウ イルス感染症対策を考慮し、オンライ
ンでの開催を視野に入れた上で、まずは策定時の水準に戻し、状況を
勘案して、令和6年度の目標値を目指す。

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

担当課（B）

学校教諭や保育士、子どもに関わる施設職員に対して子どもの権利に
関する研修や、地域のおとなに対する講座を実施します。

重点事業　3

子どもの権利について学ぶ機会を確保します。

事
業
の
概
要

事業名（A）

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

事業目標（C） 事業内容（D）

「子どもの権利」に関
する研修・講座の実
施

子ども若者
課
指導課

③2回
③区民講演会
実施回数

職員研修は小規模で開催、その他は新型コロナウ イルスによ
り、一堂に人数を集めることを避けるため、実施せず。

C

子どもに関わるおとなに子ど
もの権利を学ぶ機会を提供し
ます。

令和4年度

目標

内容

令和6年度

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度

③3回
【2回】

(150％)

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

③0回
【2回】
（0％）
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事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

B

子ども若者課
引き続き、子どもに関わる施設職員への研修とともに、子どもに関わる
おとなが子どもの権利について理解を深めるための機会を引き続き創
出することで、地域が一体となって子どもの権利を保障する気運を高
めていきます。
指導課
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権利条例」に基づいた教
育の推進を位置付ける。教員研修は継続して実施します。

子ども若者課
①-ⅰ子どもにかかわる施設職員対象に子どもの権利をテー
マにした豊島区子ども研修を3回実施しています。「子どもの権
利についてⅠ・Ⅱ」「あそびの中に権利あり」(人材育成G)　①-
ⅱ区職員を対象として、子どもの権利について学ぶ特別研
修、ならびにeラーニングを実施しました。（権利擁護G）
②ファミリーサポートセンター援助会員養成講座、区内で活動
する団体や個人に対して講座を行うとしま出前講座において
子どもの権利に関する講座を実施しました。（権利擁護G）
③-ⅰ子ども研修のうち「子どもの権利についてⅠ」を区民参
加の公開講座として実施しています。(人材育成G)　③-ⅱ地
域で子どもに関わる機会の多い団体などに対して、子どもの
権利を保障するために大人が果たす役割について理解を深
めるための講座を2回実施しました。（権利擁護G）
指導課
人権教育研修はもちろん、年次研修や生活指導主任研修に
おいても「子どもの権利」を話題にし、教員の人権意識を高め
ました。

目
標
管
理

必要

不要

B

主管
課評
価

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

令和6年度以降の取組の方向性（K）

子ども若者課
①、③保育士、子どもに関わる施設職員に対する子ども研修
で「子どもの権利」をテーマとして研修を実施。子ども研修のう
ち１回は区民参加の公開講座として実施した。この他全職員
を対象としたe-ラーニングも実施し、65.9％の職員が受講し
た。
②ファミリーサポートセンター援助会員、教育センター職員を
対象とした出張講座を実施した。
指導課
人権教育研修にだけでなく、年次研修においても「豊島区子ど
もの権利条例」を取り上げ、教員の人権意識を高めた。

子ども若者課
引き続き、職員に向けた研修を実施していくとともに、区民への子ども
の権利に関する理解促進を図るために、出前講座を実施する。
指導課
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権利条例」についての学
習を位置づける。教員研修は継続して実施する。

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M）
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目
標
管
理

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

C

子ども会議の参加者数向上のために、区立小中学校・区内私立中学
高等学校・区内都立高校の児童・生徒向けに募集用チラシを配付し事
業の広報・周知及び参加者数の向上に努める。また、子どもたちの意
見や想いを区の施策に繋げられるよう、会議の初回に基本計画担当
者から区の施策や取組についての講演を実施する。

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

会議6回、意見発表会1回を開催した。コロナ対策を講じた上
で、対面でのワ ークショップ形式で実施した。ファシリテーター
として、テーマに関係する部署の若手職員に参加してもらうこ
とで議論を深めることができた。

B

区立小中学校、区内高等学校の児童・生徒向けに募集用チラシを配
付し、事業の広報・周知に努めるとともに、定員の拡大を図る。
引き続き、関係部署の職員をファシリテーターに迎え、活発な話し合い
ができるようにアシストしていく。

②1件
②0件
【１件】
（0％）

②0件
【１件】
（0％）

②0件
【1件】
（0％）

②2件
【1件】

（200％）

②5件
【1件】

（500％）

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

令和6年度令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

①30人
①4人
【20人】

（13.3％）

②提案採択数

担当課（B） 事業目標（C）

「子どもの権利に関する条例」に基づく「としま子ども会議」として、区内の
小中高校生が、区政に関するテーマについて話し合い、意見を
まとめて区長や区職員等に発表します。区は子どもの意見を聞き、施策
に反映するよう努めます。

目標値の性質（Z) ①数値上昇型   ②数値維持継続型

目標Ⅰ　「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」
　　　　　　（2）子どもの意見表明・参加の促進

事業内容（D）

としま子ども会議の
開催

子ども若者
課

子どもの区政への参加と意
見表明の機会を提供します。

目標（E）

①参加者数
①実施に向けて検
討中

計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

①子どもの意見表明・参加の仕組みづくり

子どもの区政への参加と意見表明の機会を提供します。

意見表明や参加を促進するための事業を実施します。

①25人
【30人】

（83.3％）

目標

内容

重点事業　6

事
業
の
概
要

事業名（A）

年度別実績及び達成度（H）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

事前に庁内からテーマを募集し、そのテーマについて子どもた
ちが検討し意見を発表しました。
会議と意見発表会を夏休み期間に集中して実施することで子
どもたちの集中力も高まりました。意見発表の時期が例年より
早いことから子どもたちの意見を検討し、実施するための予算
の確保が可能となりました。
また、子どもたちからの意見に対してどのように検討したかを
区から報告する報告会を実施しました。

A

昨年同様各子どもの意見を施策に反映したい課からテーマを募集し決
定します。子どもの意見を反映しやすくするため、6年度は第1回目の
会議で各テーマの説明を区から行い、区の困りごとを理解したうえで
検討したいテーマを決めます。
夏休み期間中に会議を行い9月に意見発表会を実施し、子どもからの
意見を各課で検討た結果を、1月の報告会で子どもへ報告します。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

会議6回、意見発表会1回を開催しました。コロナ対策を講じた
上で、対面でのワークショップ形式で実施しました。ファシリ
テーターとして、テーマに関係する部署の若手職員に参加して
もらうことで議論を深めることができました。

B

計画などの改定時期などで、子どもの意見を施策に反映したい各課か
らテーマを募集し、事前にテーマを定めます。募集段階でテーマを公
表した上で参加者を募ることにより、子どもたちの意見を施策に反映し
やすくなります。職員ファシリテーターはテーマを応募した部署の職員
が参加し、子どもたちの声を直接聞く機会になります。

7月～11月にかけて全6回会議を実施し、12月に意見発表会を
開催した。会議は新型コロナウ イルス感染拡大防止対策のた
めWeb会議形式で実施した。

①16人
【15人】

（53.3％）

①18人
【20人】
（60％）

①17人
【30人】
（56.7%）

②実施に向けて検
討中

4



事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

A

昨年同様各子どもの意見を施策に反映したい課からテーマを募集し決
定します。また、夏休み期間中に会議を行い9月に意見発表会を実施
し、子どもからの意見を各課で検討た結果を、1月の報告会で子どもへ
報告します。
7年度は、新たな試みとして、子どもの成長度合いに合わせ、円滑に議
論を行いやすいよう中高生と小学生を別のグループに分けます。

目
標
管
理

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

事前に庁内からテーマを募集し、そのテーマについて子どもた
ちが検討し意見を発表しました。
会議と意見発表会を夏休み期間に集中して実施することで子
どもたちの集中力も高まりました。意見発表の時期が例年より
早いことから子どもたちの意見を検討し、実施するための予算
の確保が可能となりました。
また、子どもたちからの意見に対してどのように検討したかを
区から報告する報告会を実施しました。

必要

不要

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）
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①子どもの居場所の充実

目標

内容

事業内容（D）

⑪中高生センターの
運営

子ども若者
課

中高生の放課後の居場所を
提供し、自主的な活動を支援
します。

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

令和7年度以降の取組の方向性（K）

午前中事業の内容を具体的に紹介できるように、パンフレット
を作成しました。区立中学校及び通信高校へも配布を依頼し、
学校へ行くことができない中高生だけでなく通信高校の空き時
間の利用を目指しました。

A

・中高生の不登校対策を含めた午前中利用の増加を目指し、事業内
容をより具現化及び充実させていきます。
・中高生が意見表明できる機会を増やし、日常の運営に反映及び中高
生自主企画行事等を実施し、中高生の居場所を充実させていきます。

主管
課評
価

目
標
管
理

午前中の施設活用として、中学校等と連携し、学校へ行くことが出来
ない中高生の居場所事業の展開を具体化していきます。

②18,762人
【32,000人】
（62.5％）

②24,854人
【26,000人】
（82.8％）

計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

子どもの居場所・活動の充実

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

午前中事業の周知チラシを作成し、学校や関係機関に事業説
明及び配布を依頼しました。

B
午前中事業について、学校へ行くことができない中高生及び通信高校
等の利用の増加をめざし、居場所事業を具現化及び充実させていきま
す。

重点事業11

目標（E）

①1,952人
【1,900人】

(98%)

①2,037人
【2,000人】

(102%)

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

約2カ月の休館を経てSNS配信の充実及び中高生の自主的な
活動を支え映像制作やｲﾍﾞﾝﾄを実施。また問題を抱える利用
者増加に伴い、日々のコミュニケーションから心身が傷ついた
中高生を早期発見し、関係機関との連携により対応している。

B

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C）

必要 ①2,000人
②30,000人

ジャンプ東池袋大規模改修（R4年9月～R6年1月）が実施されるため
不要

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

目標値の性質（Z) ①数値上昇型　　　②数値維持継続型

②26,896人 ②32,000人

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

②27,457人
【21,000人】

(92%)

②25,040人
【21,000人】

(100%)

②36,691人
【30,000人】

(122%)

①1,649人
【1,800人】
（82.5％）

①1,893人
【1,900人】
（94.7％）

①2,654人
【2,000人】

(133%)

②延べ利用者
数

主管
課評
価

コロナ禍から徐々に日常を取り戻しつつある状況の中、感染
症対策を講じながら中高生の日常を取り戻す企画事業を展開
しました。
一方で、生きづらさを抱えた中高生が増加傾向にあり、何等か
の事情で学校へ行くことが出来ない中高生の居場所としての
ニーズの高まりに対し検討を開始しました。

B

目標Ⅰ　「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」
　　　　　　（3）子どもの居場所・活動の充実

令和4年度以降の取組の方向性（K）

コロナ禍だからこそリアルな居場所の必要性を感じ感染症対
策を講じながら運営した。日常的な関わりから困難な状況に
ある中高生の早期発見を目指し、関係機関と連携・対応した。

B 引き続き子どもの居場所・活動の充実を図る。

中高生等が音楽、スポーツ活動、友だちとの語らいや情報交換などを行
う場として中高生センターを運営し、自主的な活動や社会参加等を支援
します。また、中高生の心身が傷つけられないよう、関係諸機関や団体
と連携して、その予防や早期発見に努めています。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

①登録者数 ①1,980人 ①2,200人

子どもの居場所を充実します。

施設整備の検討、既存の居場所事業の内容を充実します。

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）
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主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

感染症対策のため、子どもスキップ一般利用については休止
した。8月に「スキップの日」として各施設週2回程度、一般利用
者を受け入れた。
（実績外となるが、№16校庭開放は通年実施。）

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

増加し続ける子どもスキップの利用者に対応するため、小学
校と交渉し、スペースを確保するとともに、積極的かつ新たな
アプローチに取り組んだ結果、職員の欠員を解消することがで
きました。

A
小学生の放課後の安全・安心な居場所である子どもスキップをより充
実させるため、職員の人員確保するとともに施設整備を行っていきま
す。

目標

目標値の性質（Z) 数値維持継続型

①子どもの居場所の充実

子どもの居場所を充実します。

内容

目標Ⅰ　「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」
　　　　　　（3）子どもの居場所・活動の充実

C

担当課（B） 事業目標（C）

子どもスキップの運
営・改築

放課後対策
課

小学生の放課後の居場所を
提供し、放課後児童支援員
の指導のもと、安心・安全な
遊びを通じて子どもたちの交
流を図ります。

目
標
管
理

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

事業内容（D）

小学生の放課後の安全・安心な居場所として、区立小学校22校に、校舎
内、敷地内または隣接地にて、学童クラブの機能を持たせた子どもス
キップを運営しています。また、別棟建設などで利用者数増加に対応す
るなど施設面での改善を図り、より一層安全・安心な環境を整えていま
す。

延べ利用者数 535,760人 540,000人

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

感染症対策を講じながら、「スキップの日」として学年や人数を
制限して一般利用を実施しました。令和4年9月より、全学年を
対象に一度帰宅してからの一般利用を再開、さらに令和5年1
月より1～3年生の直接利用を再開し、全面再開に向けて、一
般利用を拡大しました。

一般利用を全面再開し、放課後の安全な居場所の確保に努めます。

引続き感染症対策を講じつつ、段階的に一般利用を再開していく。

302,177人
内訳　学童クラブ

（301,787人）
一般利用
（390人）

【540,000人】
（56％）

415,653人
内訳　学童クラ

ブ
（412,258人）

一般利用
（3,395人）

【540,000人】
（77％）

526,031人
内訳　学童クラブ

（469,620人）
一般利用

（56,411人）
【540,000人】

（97％）

589,811人
内訳　学童クラ

ブ
（458,567人）

一般利用
（131,244人）
【540,000人】

（109％）

606,632人
内訳　学童クラブ

（448,328人）
一般利用

（158,304人）
【540,000人】
（112.3％）

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

B

B

令和5年度以降の取組の方向性（K）

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

令和5年5月8日から一般利用を全面再開するとともに、一般
利用の限定的実施中の代替措置であった学童クラブの臨時
入会を廃止し、子どもスキップの受入態勢をコロナ前の状態に
戻しました。

A
小学生の放課後の安全・安心な居場所である子どもスキップをより充
実させるため、職員の人員確保するとともに施設整備を行っていきま
す。

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M）

感染症対策を徹底し、子どもスキップ一般利用「スキップの日」
実施回数を増加させ、一般利用者を受け入れた。
（実績外となるが、№16校庭開放は通年実施した。）

引続き感染症対策を講じつつ、全面再開に向けて段階的に一般利用
を拡大していく。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

見直した理由（N）

必要

不要

重点事業　12

事
業
の
概
要

事業名（A）

施設整備の検討、既存の居場所事業の内容を充実します。
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目
標
管
理

①②とも数値上昇型目標値の性質（Z)

内容

重点事業　15

事
業
の
概
要

事業名（A） 担当課（B） 事業目標（C） 事業内容（D）

プレーパーク事業

②8回
【10回】
（40％）

②9回
【10回】
（45％）

②9回
【10回】
（45％）

②6回
【20回】
(30％)

主管
課評
価

常設の池袋本町プレーパークでは年間を通し、屋外で自由な発想で
自分らしく遊べる場所を提供する。身近な地域で冒険遊びを体験でき
るよう出張プレーパークを保育園、スキップ限定から範囲を広げて開
催する。

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

年間を通じ池袋本町プレーパークを実施し、屋外で自由な発
想で自分らしく遊べる場所を提供しました。地域で実施する出
張プレーパークはコロナ禍のため保育園での実施を主に行
い、感染状況を考慮しながら公園等で実施し、多くの子どもた
ちに外遊びの体験の場を提供しました。

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

池袋本町プレーパークを年間通じ実施しましたが、5年度は夏
季期間の熱中症警戒アラートの発表や、強風などの荒天時な
どからプレーパークを閉める時間が多くあり、利用者数が前年
を下回りました。出張プレーパークでは保育園、区民ひろばに
加え公園でも実施し近隣の園庭のない保育園や地域の親子
連れにも利用してもらえました。

A

常設の池袋本町プレーパークは年間を通じ、屋外での自由な発想で
自分らしく遊べる場所の提供を行います。身近な地域で実施する出張
プレーパークは主に公園などの多くの子どもが利用できる場所で実施
し、近隣の園庭のない保育園や地域の子どもが利用できるようにしま
す。

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

①28,707人
【32,000人】
（82.0％）

①26,230人
【35,000人】

(75％)

②出張プレー
パーク開催数

①30,208人
【32,200人】
（86.3％）

①31,901人
【30,500人】
（91.1％）

①34,785人
【32,000人】
（99.4％）

①参加者数

B

A

①31,002人 ①35,000人

目標

目標Ⅰ　「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」
　　　　　　（3）子どもの居場所・活動の充実

②屋外遊び場の充実

子どもの遊び場の充実を図ります。

子どもたちが屋外で安全に
楽しく遊べる機会の充実を図
ります。

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができるプレーパーク（冒険遊
び場）事業を推進します。池袋本町プレーパークの他、身近な地域で冒
険遊びなどを体験できるよう、出張プレーパークを実施します。また、池
袋本町プレーパークは、子どもが自由に過ごし、自分らしく、ゆったりと安
心できる場所としての機能も併せ持ちます。

既存の取組を推進するとともに、安心安全な屋外遊び場の整備を検討します。

子ども若者
課

令和3年度以降の取組の方向性（K）

池袋本町プレーパークは、緊急事態宣言の影響で4月中旬と5
月が実施できなかったが、屋外で子どもが自由な発想で自分
らしく遊べる場所を提供した。出張プレーパークは保育園・ス
キップに限定し各施設8回及び2回、計10回実施した。

目標（E）
計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

目標値
（令和6年度）

（G）

年度別実績及び達成度（H）

令和2年度 令和3年度 令和4年度

B
感染対策を行いながら、引き続き、子どもたちの自由な発想で安心し
て遊べる場所を提供する。外遊びが体験できる機会を増やせるよう出
張プレーパークを実施する。

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

令和5年度 令和6年度

池袋本町プレーパークは4/25から5/31まで緊急事態宣言の
影響で実施しなかったが、年間を通じ屋外で自由な発想で自
分らしく遊べる場所を提供した。身近な地域で冒険遊び体験
が出来る出張プレーパークを実施しているが、２年度に引き続
き保育園、スキップに限定し8回実施した。

②13回 ②20回
②10回
【10回】
（50％）

常設の池袋本町プレーパークは年間を通じ、屋外での自由な発想で
自分らしく遊べる場所の提供を行います。身近な地域で実施する出張
プレーパークは公園での実施を主とし、近隣の複数の保育園などが利
用できるようにし、区民ひろばでも実施します。
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B

池袋本町プレーパークを年間通じ実施しましたが、6年度も夏
季期間の熱中症警戒アラートの発表などからプレーパークを
閉める時間が多くあり、利用者数が前年を下回りました。出張
プレーパークでは区内の公園の実施回数を増やし、近隣の園
庭のない保育園や地域の親子連れにも利用してもらえまし
た。

常設の池袋本町プレーパークは年間を通じ、屋外での自由な発想で
自分らしく遊べる場所の提供を行います。身近な地域で実施する出張
プレーパークは主に公園などの多くの子どもが利用できる場所で実施
し、近隣の園庭のない保育園や地域の子どもが利用できるようにし、
これまで実施したことのない地域での開催を検討します。

目
標
管
理

必要

不要

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）

事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）
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②7回、587人

③1回、24人

④22園、450人

目
標
管
理

目標値の性質（Z) ①～⑤まで数値維持継続型

引き続き左記の取り組みを通して、子どもたちにアート体験を提供す
る。
保育園ワ ークショップについては、実施園が偏ることのないよう、選考
の際に配慮する。

B

引き続き左記の取組みを通して、子どもたちにアート体験を提供する。
またコロナをきっかけに始めたオンライン配信などでは、これまで参加
できなかった子どもたちや保護者にも事業に参加するきっかけを提供
できたため、引き続き、効果的だった部分は継続していきたい。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

事業内容（D）事業目標（C）担当課（B）

令和2年度

目標Ⅰ　「子ども権利を尊重し、自分らしい育ちを支援する」
　　　　　　（3）子どもの居場所・活動の充実

⑤26回　623人
※一部オンライ

ン
【延べ参加人数

2,000人】

④20園、574人
【参加人数　延べ
500人】　(127% ※

人数で算出)

④20園　　549人
【参加者数 延べ

500人】

④保育園ワ ー
クショップ実施
園数、延べ参
加者数

子どもの体験機会の充実を図ります。

子どもが文化や芸術、スポーツなど多様な体験ができる機会を提供します。

④保育課所管,保
育園ワークショッ
プについては、R５
をもって事業廃
止。

④20園、515人
【参加数 延べ
500人】(114%)

④20園、434人
【参加数 延べ500

人】(86%)

主管
課評
価

令和4年度以降の取組の方向性（K）

年度別実績及び達成度（H）

左記5つの取組に
ついて、同程度
の回数及び参加
人数を維持して
実施する。

②3回　128人
【参加者数 640

人】

②鑑賞教室実
施回数、延べ
参加者数

①文化事業課所
管、演劇公演につ
いては、R4をもっ
て事業廃止。

①事業見直しの
ためプログラム

廃止

NPO法人と協働し、未就学児向けの保育園ワ ークショップや
夏休み期間に気軽にアートに触れ合うイベントを開催した。コ
ロナウ イルス感染症拡大防止のため、人数制限を設けたほ
か、オンライン配信などを行い、コロナ禍でもできる限り子ども
たちがアートに触れ合う機会を提供した。

⑤54回、1,931人

目標値
（令和6年度）

（G）

①事業見直しの
ためプログラム廃

止

①０回、０人
※新型コロナまん
延防止のため中

止
【入場者数2,000
人】(0% ※人数で

算出)

①視聴人数
6,077人

【入場者数
2,000人】

事業目標に資する
令和2年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和3年度以降の取組の方向性（K）

計画策定時の現状
値（平成30年度）

（F）

重点事業　19

区とNPO法人が協働して、次代の文化の担い手である子どもたちを対象
に文化芸術に触れるワ ークショップ等のアートプログラムを展開します。

子どもたちが多彩な文化芸
術が体験できる機会を提供し
ます。

文化デザイ
ン課
保育課

子どものための文化
体験事業
（計画策定時は「子
どものための文化体
験プログラム」）

①演劇公演実
施回数、延べ
参加者数

①10回、2,056人

②12回 参加者数
648人

【587人】(110％)

②9回 参加者数
562人

【340人】（95％）

②8回
参加者数432人
【340人】（127％）

②８回　491人
【参加人数340人】
(83%　※人数で算

出)

目標（E）

③2回
参加者数47人
【48人】(97％)

③2回
参加者数40人
【30人】（83％）

③2回
参加者数30人
【30人】（100％）

③5回、延べ98人
【参加人数延べ

125人】(408% ※人
数で算出)

③１回
視聴人数35人
【参加人数　30

名】

③ワ ークショッ
プ実施回数、
延べ参加者数

⑤56回
参加者数1,530人
【1,931人】(79％)

⑤41回
参加者数1,168

人
【1,000人】（60%）

⑤41回
参加者数849人
【1,000人】（85%）

⑤37回、延べ540人
※一部オンライン
【延べ参加人数

2,000人】
（27% ※人数で算出)

事業名（A）
事
業
の
概
要

⑤ぞうしがや
こどもステー
ション実施回
数、延べ参加
者数

B

事業目標に資する
令和3年度の取組内容（I）

子ども事業においては、子どもの感染状況が拡大する懸念も
あり、延期・中止となった事業も多くみられた。しかし、早い段
階でオンライン配信に切り替えたり、広いスペースを確保する
など、安心して参加しやすい環境を作り出した。また、保育園
ワ ークショップでは、コロナの影響により何度か延期になった
が、感染防止のため人数制限を設けたり、1日に複数回に分
けて実施した結果、最終的に全園実施することができた。

目標

内容

①活動・体験機会の充実
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事業目標に資する
令和6年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和7年度以降の取組の方向性（K）

目
標
管
理

②、③の事業では、夏休み期間に区内で本物の文化を体験す
る機会を創出しています。鑑賞教室では、校庭など外で遊べ
ない時間に、子どもスキップと区民ひろばを会場に、未就学児
から小学生を対象に劇場ではない場所で、演劇公演を展開し
ました。児童文学など身近なテーマ通じて、作品を鑑賞するこ
とで、子どもたちにとってかけがえのない時間を設けることが
できました。
また③では、パントマイマーによる、親子向けプログラムを行
いました。言葉に頼らない親子のコミュニケーションを図ること
で、外国籍や障害をもった子を含む誰もが楽しめるプログラム
を展開することができました。
⑤では未就学を対象に親子でアーティストとふれあうプログラ
ムを１年を通じて行っています。今年は予算増により事業数を
増やし、昨年よりも多くの方に参加する機会を提供することが
できました。事業後は、アーティストや参加者が交流する時間
を設けることで、文化を通じて日常の親御さんの悩みなどを聞
く場にもなりました。

B 事業見直しにより、事業を廃止する。

必要

不要

事業目標に資する
令和4年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和5年度以降の取組の方向性（K）

①～③、⑤の鑑賞・参加型プログラムについては、コロナ状況
でありながらもアーティストのマスクに装飾をするなどの演出
をしました。また、感染対策を徹底する一方で、段階的に参加
人数を増やし、多くの子どもとその家族にアート体験の場を提
供しました。また、④の保育園ワ ークショップでは、コロナの影
響により何度か延期になったり参加人数が減ったりしました
が、感染防止のため人数制限を設けたり、1日に複数回に分
けて実施した結果、最終的に全園実施することができました。

事業目標に資する
令和5年度の取組内容（I）

主管
課評
価

令和6年度以降の取組の方向性（K）

①～③においては、区内各所でアートに気軽に出会える場を
提供しました。また、マスク着用の緩和により、アーティストや
俳優たちの表情から、言葉だけにに頼らない作品や表現に触
れることで、学校や日常では体験できない豊かな感受性を育
む機会を与えることができました。
④においては、区内保育園20園で身体表現と音楽のワ ーク
ショップを実施しました。ワ ークショップでは普段の保育では見
られない子どもたちの様々な表情が見られ、保育士にとっても
表現の楽しさを伝える術を学べるなど、今後の保育の参考と
なる場を提供することができました。
⑤においては、コロナの感染対策の緩和により、ワ ークショッ
プの定員を増やし、多くの子どもとその家族にアートに親しむ
機会を提供しました。また、アーティストや、参加者同士の交
流機会となり、新しい出会いおよびアート体験を共有する楽し
さを知るきっかけになりました。

B

①～③、⑤については、区内に住む、一人でも多くの子どもたちとその
家族が、アートに触れる機会を提供するために、令和５年度よりも、実
施日数、回数を増やしていきます。
①～③については、ウ ェブサイトの日英対応など外国ルーツの子ども
たちにも参加しやすいようにアクセスシビリティを整えていきます。
④については、限られた園数の中でもできるだけ多くの保育園にワ ー
クショップを提供できるよう、実施園が偏ることがないように選考の際
に配慮します。
⑤については、令和５年度よりも、新しいプログラムを４つ増やし、広報
面の強化をすることで、新規の参加者層にアプローチしていきます。

B

①～③、⑤では、鑑賞・観劇の機会を提供するだけでなく、プロのアー
ティストによる音楽・ダンス・造形などのワ ークショップを通じて子どもた
ちの個性と多様性を尊重するプログラムを引き続き実施していきます。
また、④保育園ワ ークショップについては、実施園が偏ることのないよ
う、選考の際に配慮いたします。

目標値見直しの要否（L） 見直し後の目標値（M） 見直した理由（N）
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